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２．食料安定供給確立農業技術研修事業

⑭PMCが研修・専門家派遣研修の成果をとり
まとめる

⑬第２回合同研修を開催する

③分科会が第2回合同研修で研修結果を発表
する

１．日系農協戦略的農業情勢連絡会議の開催

⑤分科会が本邦研修の検討と専門家派遣計
画案を作成する

事業の全体実施計画表

　　                                            　　　月
項目

2011年
　      11月

12月
2012年
　　  　1月

2月 3月

④分科会を実施する

PMCは常設

（１）日系農協戦略的農業情勢連絡会議を開催する

②PMCが合同研修・分科会の計画を策定する

③第１回合同研修を実施する

（１）農協組織等の人材育成研修の実施

①研修を実施する

②分科会が研修結果をとりまとめる

３．WEBによる事業情報の発信

③分科会が第2回合同研修で研修結果を発表
する

①研修を実施する

②分科会が研修結果をとりまとめる

４．事業実施結果全体の取りまとめ

①パイロット運営会議（PMC）を組織する

⑦PMCが本邦研修先の選定、研修プログラム
の作成を行う
⑧分科会が日系農協等から本邦研修生を選定
し、PMC及び農林水産省と連携し決定する

（２）現地での農業技術指導研修の実施

⑨PMCがIPTDAと調整し、現地での農業技術
指導研修プログラムを作成する

③分科会が第2回合同研修で研修結果を発表
する

（３）専門家の派遣指導

①研修を実施する

②分科会が研修結果をとりまとめる

⑥分科会が要請した研修内容・派遣計画につ
いてPMCが審査・承認を行う

⑫PMCが農林水産省と連携し派遣する日本人
専門家を選定する

⑩PMCが現地技術指導研修者を選定する

⑪PMCが日本人専門家派遣研修プログラムを
策定する
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